
報告事項（１）平成27年度以降の事業スケジュールについて

H28年度 H29年度

◆活性化再生法改正前

◆活性化再生法改正後

※協働推進事業は
　 廃止の見込み

ケース２

ケース１

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「活性化再生法」という）」の改正（H26.11.20施行）に伴い、公共交通
体系の再編及び地域公共交通確保維持改善事業実施に向けてのスケジュールは以下のようになります。

H26年度 H27年度

地域公共交通調査事業

地域公共交通総

合連携計画 生活交通ネット

ワーク計画（※）

協働推進事

業計画

地域公共交通調査事業

地域公共交通

網形成計画

生活交通ネット

ワーク計画

地域公共交通

再編実施計画

法制上の特例措置

（許認可手続き等の緩和）

地域公共交通再編調査事業

補助率：100％

（上限2,000万円）

○交通事業者と市（公共交通会議）

が検討・協議の上、運行路線・ダイ

ヤ（乗継調整）・運賃などについて

より詳細な再編計画を策定するため

の調査事業。

生活交通ネッ

トワーク計画

10月

生活交通ネット

ワーク計画（案）

地域公共交通体

系の再編案

生活交通ネット

ワーク計画（案）

協働推進事業

計画（案）

6月

4月

■地域公共交通確保維持改善事業
①（地域内フィーダー系統確保維持関係） 補助率：1/2（上限あり）

※再編により新規に運行を開始する地域内運行系統への運行費補助

6月
10月

関係する交通事

業者の同意、国

土交通大臣の認

定が必要

10月
6月

（※）生活交通ネットワーク計画

地域公共交通確保維持改善事業（国庫補助）を

実施するための計画で、運行事業の目的・必要性、

目標・効果及び補助対象系統における３ヶ年の収

支予測と補助対象経費等について記載するもの。

公共交通

体系再編

■地域公共交通確保維持改善事業
②（地域協働推進事業） 【３年間】 補助率：1/2

※公共交通マップ、総合時刻表作成などの利用促進事業

■地域公共交通確保維持改善事業
①（地域内フィーダー系統確保維持関係） 補助率：1/2（上限あり）

※再編により新規に運行を開始する地域内運行系統への運行費補助

■地域公共交通確保維持改善事業
①（地域内フィーダー系統確保維持関係）

補助率：1/2（上限あり）

※再編により新規に運行を開始する

地域内運行系統への運行費補助

■地域公共交通確保維持改善事業
③重点支援

地域公共交通再編実施計画に基づく再編事業について、重点

的に支援を受けることができる。

※現在補助要綱等整備中

資料５

公共交通

体系再編

公共交通

体系再編

◆活性化再生法の改正により、地域全体の公共交通網を再編

するための「地域公共交通再編実施計画」を策定することがで

きるようになりました。

地域公共交通再編実施計画に基づく再編事業に対しては国

の重点支援を受けることができます。

協働推進事業

計画（案）

地域公共交通体

系の再編案


